
令和元年 5月 13日

鳥取信用金庫

金融円滑化の対応状況について

鳥取信用金庫では中小企業等金融円滑化法の期限到来後も、引き続き、中小企業者および住宅ロ－ン

をご利用のお客様からの資金需要や貸付条件の変更等のお申し込みがあった場合には、お客さまの抱え

ている問題を十分に把握し、その解決に向けて真摯に取り組んでおります。

この度、平成 31 年 3 月末現在の取組状況を取りまとめましたのでお知らせします。なお、本報告は、

平成 21年 12月 4日から各期末までの累積件数を記載しております。

【別表の記載内容についての説明】

１．別表中の各欄の集計は、貸付条件の変更等の申込みを受けた日を基準として、債務者単位ではなく、

貸付債権ごとに行っております。

２．別表中の各欄には、平成 21年 12月 4日から各期末までの累積件数を記載しております。

３．「申込み」とは、貸付条件の変更等の申込みを書面または口頭にて受け付けたものをいいます。

４．「実行」とは、貸付条件の変更等を行うことをいいます。

５．「謝絶」とは、「実行」を拒否することをいい、貸付条件の変更等の申込みの日から 3 ヶ月を経過し

た日、または貸付債権の支払期日のいずれか遅い日を過ぎても、なお「審査中」のものについては

「謝絶」したものとみなして記載しております。

６．「審査中」とは、貸付条件の変更等の申込みがあったものの、「実行」、「謝絶」、「取下げ」に至って

いない状態を言います。

７．「取下げ」とは、債務者の意思で申込みを撤回することをいいます。



【別表】

１．中小企業者のお客さまへの対応状況〔貸付条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数〕

２．住宅資金借入者のお客さまへの対応状況〔貸付条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数〕

(単位：件）
平成25年
6月末

平成25年
9月末

平成25年
12月末

平成26年
3月末

平成26年
6月末

平成26年
9月末

平成26年
12月末

平成27年
3月末

平成27年
6月末

平成27年
9月末

平成28年
3月末

平成28年
9月末

平成29年
3月末

平成30年
3月末

平成31年
3月末

2,159 2,257 2,367 2,495 2,629 2,761 2,866 2,974 3,105 3,209 3,367 3,612 3,894 4,286 4,660

2,082 2,189 2,299 2,427 2,553 2,697 2,797 2,898 3,039 3,144 3,298 3,546 3,787 4,209 4,582

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

16 5 5 5 13 1 6 13 3 2 6 3 44 5 6

32 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 43 43
うち、取り下げに係る貸付債権の数

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

(単位：件）
平成25年
6月末

平成25年
9月末

平成25年
12月末

平成26年
3月末

平成26年
6月末

平成26年
9月末

平成26年
12月末

平成27年
3月末

平成27年
6月末

平成27年
9月末

平成28年
3月末

平成28年
9月末

平成29年
3月末

平成30年
3月末

平成31年
3月末

107 107 111 112 114 116 121 121 121 124 127 129 134 142 149

81 82 85 87 88 91 96 96 96 99 102 104 109 117 124

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数


